
 

 

 

 

 

 

 

 

大津町立地適正化計画に係る届出制度の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 3 月  

大津町 
  

暫定版 

※計画策定中のため、内容に変更が生じる可能性があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

１ 立地適正化計画に基づく届出について 

１－１ 立地適正化計画の制度化の背景と届出制度の概要 ······························ 1 

１－２ 届出制度の目的 ·································································· 1 

１－３ 誘導区域図 ······································································· 1 

１－４ 届出の流れ ······································································ 4 

１－５ 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について ····························· 7 

１－６ 留意事項 ········································································· 7 

２ 住宅の開発・建築等行為における届出 

２－１ 届出の対象となる行為 ·························································· 8 

２－２ 届出不要となる行為 ···························································· 9 

２－３ 届出の留意点··································································· 10 

２－４ 届出に必要な書類 ······························································ 11 

 

３ 誘導施設の開発・建築等行為における届出及び休止・廃止届 

３－１ 届出の対象となる行為 ························································· 12 

３－２ 届出不要となる行為 ··························································· 12 

３－３ 誘導施設一覧··································································· 13 

３－４ 届出の留意点··································································· 14 

３－５ 届出に必要な書類 ······························································ 15 

 

４ 様式記入例 

居住誘導区域外での住宅等の開発・建築等行為 

様式１０（開発行為） ···································································· 16 

様式１１（建築等行為） ·································································· 17 

様式１２（変更） ········································································· 18 

 

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等行為 

様式１８（開発行為） ···································································· 19 

様式１９（建築等行為） ·································································· 20 

様式２０（変更） ········································································· 21 

 

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出 

様式２１（休廃止） ······································································· 22 

  

大津町立地適正化計画に係る届出制度の手引き 

目次 



1 

 

１ 立地適正化計画に基づく届出について 

                            

 大津町では令和８年３月に立地適正化計画を公表したことから、都市再生特別措置法

第８８条、第１０８条の規定により、以下の行為を行おうとする者は、行為に着手する日の

３０日前までに町長への届出が必要となります。  

●居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を整備する場合 

●都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合 

●都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止または廃止する場合 

 

 

都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向や居住誘導区域外における開発 

行為等の動きを把握し、持続可能なまちづくりを目指すため、今後の誘導施策の検討に

役立てるものです。  

 

 大津町立地適正化計画における居住誘導・都市機能誘導区域は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１  立地適正化計画の制度化の背景と届出制度の概要 

１－２ 届出制度の目的 

１－３ 誘導区域図 

※空港アクセス鉄道は、都市計画素案によるルートを示しています。 

注：災害リスクが高い区域（土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域、急傾斜崩壊危険区域）は居住

誘導区域・都市機能誘導区域から除外 

 



 

 

※ 詳細な区域は都市計画課でご確認ください。 

 

 

 

  

肥後大津駅

大津町役場

大津中学校

大津警察署

室小学校

大津北中学校

美咲野小学校

昭和園

町民グラウンド

国道57号線

中核工業団地

（１） 居住誘導区域 

居住誘導区域とは、一定のエリアにおいて人口密度を維持することで、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を

誘導する区域のことです。 
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(２) 都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域とは、医療・福祉・行政等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することで、各種サービスの効率的

な提供を図る区域のことです。 

   

     

※ 詳細な区域は都市計画課でご確認ください。 

 

 

  

肥後大津駅

大津町役場

大津警察署

大津中学校

大津高等学校

昭和園

国道57号線
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【届出申請の流れ】 

 ■開発行為・建築等行為 

 

  

１－４ 届出の流れ 

変更届の提出 
※届出の内容に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。 
※P11、P15 参照 

開発許可申請     ※熊本県 HP 参照 
開発指導要綱申請  ※大津町 HP 参照 
建築確認申請   ※熊本県 HP 参照  等の手続き 

※ 各種の手引き等を確認 

   のうえ、手続きする 

開発・建築等行為の着手 

開発許可申請・開発指導要綱申請等の変更の手続き 
※ 必要な場合 

変更工事の着手 

開発・建築等行為の計画の変更 

立地適正化計画に基づく

届出 
※行為に着手する 
  30 日前まで  

※P11 参照 

誘導施設ですか？ 
※P13 参照 

立地適正化計画に基づく

届出 
※行為に着手する 

  30 日前まで 
※P15 参照 

いいえ 

住宅の開発・建築等行為ですか？ ※P8、9 参照 

居住誘導区域ですか？ 
※P2 参照 

はい 

都市機能誘導区域内ですか？ 

※P3 参照 

 

いいえ 

はい 

開発・建築等行為の計画 

はい いいえ 

いいえ 

はい 
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【届出申請の流れ】 

■休止・廃止届 

  

 

誘導施設ですか？  ※P13 参照 

立地適正化計画に基づく届

出 
※行為に着手する 
  30 日前まで 
※P15 参照 

はい 

都市機能誘導区域内ですか？ ※P3 参照 

いいえ 

誘導施設の休止・廃止の計画 

はい 

いいえ 

施設の休止・廃止 
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■届出の要否の確認 

立地適正化計画に基づく届出の要否については、以下のとおりです。 

 

※１ 「住宅」とは戸建住宅、共同住宅、長屋、兼用住宅の用に供する建築物をいいます。 

※2 「誘導施設」とはまちなかである大津駅周辺の魅力向上を図るために、都市機能誘導区

域への機能集積を図る施設をいいます。P13 参照 

※３ 立地適正化計画に基づく届出が不要な場合でも、開発許可申請等が必要な場合が     

あります。P4 参照 

 

  ウ 都市計画区域内 

イ 居住誘導区域内 

ア 都市機能誘導区域内 

開
発
行
為

休
廃
止

必要 不要 不要

必要必要不要
誘
導
施
設
 

※
２

ア
都市機能

誘導区域内

イ
都市機能

誘導区域外
（居住誘導区域内）

誘導施設を有する建築物の建築
を目的とする開発行為

誘導施設を有する建築物を新築
する場合

誘導施設を休止または廃止する
場合

住
宅
　
※
１

開
発
行
為

建
築
等
行
為

建築物を改築し、または建築物の
用途を変更し誘導施設を有する
建築物とする場合

建
築
等
行
為

ウ
居住誘導
区域外

不要 不要 必要

３戸以上の住宅の建築を目的と
する開発行為

１戸または２戸の住宅の建築を
目的とする開発行為で規模が
1,000㎡以上のもの

３戸以上の住宅を新築しようと
する場合

建築物を改築し、または建設物
の用途を変更して３戸以上の住
宅とする場合

行為の場所

行為の内容
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届出義務に関する規定は「宅地建物取引業法第３５条重要事項の説明等」の対象となります。 

 

 

① 届出を怠った場合の措置  

必要な届出をしていない場合は、大津町が届出を求めることがあります。  

 

② 届出に対する法的措置（罰則）  

届出をしないで、または虚偽の届出をして開発・建築等行為を行った場合は、３０万円 

以下の罰金に処されることがあります（都市再生特別措置法第 130 条） 。 

 

 

  

１－５ 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について 

 

１－６ 留意事項 
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２  住宅の開発・建築等行為における届出  

 

居住誘導区域外において、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。 

開発行為 

① 3 戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

② 1 戸または 2 戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、  

その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

建築等行為 

① 3 戸以上の住宅を新築しようとする場合  

② 建築物を改築し、 または建築物の用途を変更して 3 戸以上

の住宅とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 届出の対象となる行為 

 

 

 

① 3 戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

   （例示）3 戸の開発行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 1 戸または 2 戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が 1,000 ㎡  

以上のもの 

   （例示）1,300 ㎡ 1 戸の開発行為 （例示）800 ㎡ 2 戸の開発行為 

 

 

 

 

届出必要 届出必要 

届出不要 届出必要 

開発行為 
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以下の①～⑤の行為については、都市再生特別措置法第８８条第１項、同法施行令第３４条

及び第３５条の規定により届出を行う必要はありません。 

 

① 居住等で仮設のものまたは農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に

供する目的で行う開発行為 

② ①の住宅等の新築 

③ 建築物を改築し、またはその用途を変更して①の住宅等とする行為 

④ 非常災害のための必要な応急措置として行う行為 

⑤ 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 
   （例示）3 戸の建築等行為 

 

 

 

 

 

   （例示）１戸の建築等行為 

 

 

   （例示）1 戸の建築等行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建築物を改築し、または建築物の用途を変更し 3 戸以上の住宅とする場合 

建築等行為 

改 築 

届出必要 届出必要 

届出必要 

届出不要 

２－2 届出不要となる行為 
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開発行為や建築等行為が居住誘導区域内外にまたがる際には、区域外の部分において 

届出の要件を満たす場合は、届出が必要となります。 

 

 開発行為 

 

 例）  開発区域全体が、居住誘導区域内となる場合のみ届出が不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築等行為 

 

例１） 

敷地は居住誘導区域の境界にまたがっているが、建物は居住誘導区域内に建てる場合は、

届出が不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２） 

建築等する建物が居住誘導区域の境界にまたがっている場合は、届出の必要があります。 

 

  

２－3 届出の留意点 

大津町全域 居住誘導区域 

届出不要 届出必要 届出必要 

大津町全域 

届出不要 

居住誘導区域 

大津町全域 

届出必要 

居住誘導区域 



11 

 

 

 届出は以下の区分により所定の届出様式に添付書類を添えて提出してください。 

区分 提出書類 

開発行為 

・届出書（別記様式第１０） 

・当該行為を行う土地の区域と周辺の公共施設を表示する図面 

 （開発区域位置図） ※縮尺 1/１，０００ 以上  

・設計図（土地利用計画図または造成計画平面図） 

 ※縮尺 1/100 以上   

・その他参考となる事項を記載した図面  

 （求積図または丈量図）  

建築等行為 

・届出書 （別記様式第１１） 

・敷地内における建築物の位置を表示する図面（建物配置図） 

 ※縮尺 1/100 以上 

・2 面以上の立地図 ※縮尺 1/50 以上 

・各階平面図 ※縮尺 1/50 以上 

・その他参考となる事項を記載した図面  

 （付近見取り図、求積図または丈量図、土地建物登記簿謄本、地籍図

（不動産登記法 14 条地図）） 

届出内容の変更 
・届出書 （別記様式第１２） 

・変更となる図面等 

 

※各様式は大津町ホームページからダウンロードできます。  

※届出書の内容に変更が生じた場合には、変更に係る行為に着手にする３０日前までに  

所定の様式により届出をお願いします。  

※建築等行為の届出には、地目を確認する添付書類の提出が必要です。なお、地籍図（不動産

登記法１４条地図）の無い申請地については、法務局の発行する不動産登記法１４条地図

に準ずる図面でも構いません。    

２－４ 届出に必要な書類 
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３ 誘導施設の開発・建築等行為における届出及び休止・廃止届 

 

■施設の新設・改築・用途変更に対して届出対象となるもの 

都市機能誘導区域外において、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。 

開発行為 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 

建築等行為 

①誘導施設を有する建築物を新築する場合 

②建築物を改築し、または建築物の用途を変更し誘導施設を 

有する建築物とする場合 

 

■施設の休廃止に対して届出対象となるもの 

都市機能誘導区域内において、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。 

 

 

 

以下の①～⑤の行為については、都市再生特別措置法第１０８条第１項、同法施行令第４４条

及び第４５条の規定により、届出を行う必要はありません。 

 

① 誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為 

② ①の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築 

③ 建築物を改築し、またはその用途を変更して①の誘導施設を有する建築物で仮設のも

のとする行為 

④ 非常災害のための必要な応急措置として行う行為 

⑤ 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為 

 

 

  

誘導施設の 

休廃止 
誘導施設を休止、または廃止しようとする場合 

３－１ 届出の対象となる行為 

 

 

３－２ 届出不要となる行為 
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機
能
分
類 

 誘導施設 定義 
都市機能誘導区域内

における立地状況 

医
療 

病院 
◆医療法(昭和２３年法律第２０５号)第１条の５

第１項に規定する施設 
阿梨花病院大津 

社
会
福
祉 

地域包括支援センター 
◆介護保険法(平成９年法律第123号)第115

条の４６第１項及び第２項に乗り定する施設 

大 津 町 地 域 包 括 支 援 
センター 

老人に 対し各 種の 
相談に応じる施設 

◆老人に対し各種の相談に応じる施設 
・ 大津町老人福祉センター条例(平成１８年条

例第７号)に規定する施設 

大津町老人福祉センター 

障がい者に関する 
各種の相談に応じる
施設 

◆障がい者に関する各種の相談に応じる施設 
・ 障害者総合支援法(平成１７年法律第１２３

号)に基づいて設置する相談窓口 

大 津 町 障 が い 者 基 幹 
相談支援センター 

地域子育て支援拠点
事業を行う施設 

◆地域子育て支援拠点事業を行う施設 
・ 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第６

条の３第６項に規定する事業を行う施設 

子育て支援センター 
（大津町子育て・健診センター内） 

病児・病後児保育事業
を行う施設 

◆病児・病後児保育事業を行う施設 
・ 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第６

条の３第１３項に規定する事業を行う施設 

ひだまり 
（大津町子育て・健診センター内） 

母子の健診や相談を
行う施設 

◆子育て世帯に対し各種の相談に応じる施設 

◆母子の健診や相談を行う施設 
・ 母子保健法(昭和４８年法律第１４１号) に規

定する事業を行う施設 

大津町子育て・健診センター 

教
育
文
化 

公立認定こども園 

◆認定こども園法（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号））第２条第６項

に規定する施設のうち町が設置するもの 

－ 

図書館 
◆図書館法(昭和２５年法律第１０８号)第２条

に規定する施設 
大津町立おおづ図書館 

行
政 

役場 
◆地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第４条

で規定する施設 
大津町役場 

交
流 

交流施設 

◆町民及び各種団体等の活動を支援するため
設置する施設で、以下のいずれかに規定す
る施設 
・ 大津町津町町民交流施設条例（平成５年条

例第 1 号） 
・ 大津町まちづくり交流センター条例（平成

24 年条例第 1 号） 
・ 大津町歴史文化伝承館条例（平成２４年条

例第 2 号） 

大 津 町 町 民 交 流 施 設
（オークスプラザ） 
大津町まちづくり交流
センター 
大津町歴史文化伝承館 

金
融 

銀行・信用金庫 

◆銀行法(昭和５６年法律第５９号)第４条に基
づく免許を受けて銀行業を営む施設 

◆信用金庫法(昭和２６年法律第２３８号)第４

条に基づく免許を受けて金庫事業を行う施

設 

肥後銀行大津支店 
熊本銀行大津支店 
熊本第一信用金庫大津
支店 

  

３－３ 誘導施設一覧 
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開発行為や建築等行為が都市機能誘導区域内外にまたがる際には、区域外の部分において

届出の要件を満たす場合は、届出が必要となります。 

 

開発行為の場合： 開発区域の全体が都市機能誘導区域内となる場合のみ届出の必要は 

 ありません。 

建築等行為の場合： 誘導施設の全体が都市機能誘導区域内に立地となる場合のみ届出の 

 必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休止・廃止の場合： 誘導施設の全体が都市機能誘導区域外に立地している場合のみ届出の 

  必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３－４ 届出の留意点 

 

 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

届出不要 届出必要 届出必要 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

届出必要 届出必要 届出不要 

廃止 廃止 廃止 
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届出は、以下の区分により届出様式に添付書類を添えて提出してください。 

区分 提出書類 

開発行為 

・届出書（別記様式第 18） 

・当該行為を行う土地の区域と周辺の公共施設を表示する図面 

 （開発区域位置図） ※縮尺 1/1,000 以上 

・設計図 

 （土地利用計画図または造成計画平面図）※縮尺 1/100 以上 

・その他参考となる事項を記載した図面 

 （求積図または丈量図） 

建築等行為 

・届出書（別記様式第 19） 

・敷地内における建築物の位置を表示する図面（建物配置図） 

 ※縮尺 1/100 以上 

・2 面以上の立地図 ※縮尺 1/50 以上 

・各階平面図 ※縮尺 1/50 以上 

・その他参考となる事項を記載した図面 

 （付近見取り図、求積図または丈量図、土地建物登記簿謄本、地籍図

（不動産登記法 14 条地図）） 

届出内容の変更 
・届出書（別記様式第 20） 

・変更となる図面等 

休止・廃止 ・届出書（別記様式第 21） 

 

※各様式は町ホームページからダウンロードできます。 

※届出書の内容に変更が生じた場合には、変更に係る行為に着手する 30 日前までに所定

の様式により届出をお願いします。 

※誘導施設の休止・廃止制度についても、誘導施設を休止・廃止しようとする 30 日前まで

に届出が必要となります。 

※建築等行為の届出には、地目を確認する添付書類が必要です。なお、地籍図（不動産登記

法第 14 条地図）のない申請地については、法務局の発行する不動産登記法第 14 条地図

に準ずる図面でも構いません。 

  

３－５ 届出に必要な書類 
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様式第10（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第１号関係） 

 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出

ます。 

 

令和  8  年   4  月   1  日 

大津町長  宛  

 

届出者 

住 所 菊池郡大津町〇〇 △△△番地 

氏 名 株式会社 〇〇 

      代表取締役 大津 太郎 

連絡先 電話番号：□□□-□□□-□□□□    

開 

発 

行 

為 
の 
概 

要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 
菊池郡大津町大字〇〇字〇〇△△番地 

２ 開発区域の面積        １，２００  平方メートル  

３ 住宅等の用途  共同住宅 （12戸） 

４ 工事の着手予定年月日 令和   8   年   5   月   1  日 

５ 工事の完了予定年月日 令和   9   年   4   月   1  日 

６ その他必要な事項 

住宅用区画数：  1  区画 

地 目：  田 

届出代理人：  株式会社〇〇    担当：〇〇 

            菊池郡大津町〇〇 △△番地 

  電話番号：  □□□-□□□□-□□□□ 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺 1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 
  

4 様式記入例 

 

 
 記 入 例 
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様式第11（都市再生特別措置法施行規則第35条第１項第２号関係） 

 
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為           について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

令和  8  年   4  月   1  日 

大津町長  宛  

 

届出者 

住 所 菊池郡大津町〇〇 △△△番地 

氏 名 株式会社 〇〇 

      代表取締役 大津 太郎 

連絡先 電話番号：□□□-□□□-□□□□        

１ 住宅等を新築しようとする土地又は改築

若しくは用途の変更をしようとする建築

物の存する土地の所在、地番、地目及

び面積 

土地の所在：菊池郡大津町大字〇〇字〇〇△△番地 

地目：宅地 

面積：１，２００㎡ 

２ 新築しようとする住宅等又は改築若しく

は用途の変更後の住宅等の用途 
共同住宅 

３ 改築又は用途の変更をしようとする場合

は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

着手予定年月日： 令和 8 年 5 月 1 日 

完了予定年月日： 令和 9 年 4 月 1 日 

戸 数： 12戸 

届 出 代 理 人： 株式会社〇〇    担当：〇〇 

             菊池郡大津町〇〇 △△番地 

      電話番号： □□□-□□□□-□□□□ 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺 1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺 1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

 〔位置図等（縮尺 1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 
  

 記 入 例 
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様式第12（都市再生特別措置法施行規則第38条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 
 

令和  8  年   6  月   1  日 

大津町長  宛  

 

届出者 

        住 所 菊池郡大津町〇〇 △△△番地 

        氏 名 株式会社 〇〇 

    代表取締役 大津 太郎 

連絡先 電話番号：□□□-□□□-□□□□    

 

都市再生特別措置法第 88 条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出

ます。 

記 

 

１ 当初の届出年月日     令和 8 年 4 月 1 日 

 

２ 変更の内容            住宅用区画数の変更（ 12 区画⇒ 10 区画） 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日   令和 8 年 6 月 1 日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日   令和 9 年 4 月 1 日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

  ２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付書類） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺 1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（添付書類） 

（建築行為の場合の添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺 1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺 1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

 〔位置図等（縮尺 1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

  

 記 入 例 
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様式第18（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第１号関係） 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出

ます。 

 

令和  8  年   4  月   1  日 

大津町長  宛  

 

届出者 

住 所 菊池郡大津町〇〇 △△△番地 

氏 名 株式会社 〇〇 

      代表取締役 大津 太郎 

連絡先 電話番号：□□□-□□□-□□□□     
 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称（住所） 
菊池郡大津町大字〇〇字〇〇 △△△番地  

２ 開発区域の面積 2,000         平方メートル  

３ 建築物の用途  〇〇 

４ 工事の着手予定年月日 令和    8   年   5   月    1  日 

５ 工事の完了予定年月日 令和    9   年   8   月    1  日  

６ その他必要な事項 

用 途： 住宅 

面 積： 1,000㎡ 

※誘導施設外の用途がある場合は、その用途と面積を記

載すること。 

届出代理人： 株式会社〇〇    担当：〇〇 

           菊池郡大津町〇〇 △△番地 

  電話番号：□□□-□□□□-□□□□ 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 
（添付書類） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺 1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 
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様式第19（都市再生特別措置法施行規則第52条第１項第２号関係） 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導

施設を有する建築物とする行為の届出書 
 

都市再生特別措置法第 108条第１項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

 

令和  8  年   4  月   1  日 

大津町長  宛  

 

届出者 

住 所 菊池郡大津町〇〇 △△△番地 

氏 名 株式会社 〇〇 

      代表取締役 大津 太郎 

連絡先 電話番号：□□□-□□□-□□□□       

１ 建築物を新築しようとする土地又は改築若

しくは用途の変更をしようとする建築物の存す

る土地の所在、地番、地目及び面積 

土地の所在：菊池郡大津町大字〇〇字〇〇△△番地 

地目：宅地 

面積：5,000㎡ 

２ 新築しようとする建築物又は改築若しくは

用途の変更後の建築物の用途 

○○○○ 

床面積：４，０００ ㎡ 

３ 改築又は用途の変更をしようとする場合は

既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

着手予定年月日： 令和 8 年 5 月 1 日 

完了予定年月日： 令和 9 年 4 月 1 日 

用 途： 住宅 

面 積： １，０００㎡ 

※誘導施設外の用途がある場合は、その用途と面積を

記載すること。 

届 出 代 理 人： 株式会社〇〇    担当：〇〇 

            菊池郡大津町〇〇 △△番地 

   電話番号：□□□-□□□□-□□□□ 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

（添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺 1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺 1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

 〔位置図等（縮尺 1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

  

 記 入 例 
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様式第20（都市再生特別措置法施行規則第55条第１項関係） 

 

行 為 の 変 更 届 出 書 
 

令和  8  年   6  月   1  日 

大津町長  宛  

 

届出者 

住 所 菊池郡大津町〇〇 △△△番地 

氏 名 株式会社 〇〇 

      代表取締役 大津 太郎 

連絡先 電話番号：□□□-□□□-□□□□ 

 
都市再生特別措置法第１０８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出

ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日     令和 8 年 4 月 1 日 

 

２ 変更の内容                  建築面積の変更（    ㎡⇒    ㎡） 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日   令和 8 年 6 月 1 日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日   令和 9 年 4 月 1 日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

（開発行為の場合の添付書類） 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（位置図等 縮尺 1/1,000 程度） 

・設計図（土地利用計画図、計画平面図 縮尺 1/100～1/500 Ａ３程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面（添付書類） 

（建築行為の場合の添付書類） 

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺 1/100程度） 

・住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺 1/50程度） 

・その他参考となるべき事項を記載した図面 

 〔位置図等（縮尺 1/1,000程度）、求積図（上記図面で面積が確認できない場合）〕 

  

 記 入 例 
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様式第21（都市再生特別措置法施行規則第55条の2関係） 

 

誘導施設の休廃止届出書 
 

令和  8  年   6  月   1  日 

大津町長  宛  

 

届出者 

住 所 菊池郡大津町〇〇 △△△番地 

氏 名 株式会社 〇〇 

      代表取締役 大津 太郎 

連絡先 電話番号：□□□-□□□-□□□□ 

 

都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、下記により

届け出ます。 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

名 称  〇〇保育園 

用 途  保育園 

所 在 地  菊池郡大津町大字〇〇字〇〇 △△△番地 

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日                     令和  7 年 7 月 1 日 

 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間 

令和   年   月   日～令和   年   月   日 

 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

 （１）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建築物の用途 

 

 

 （２）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置に関する事項 

令和 7 年 9 月 1 日に除却予定 

 
注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の

事項について記載すること。 
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